
屋我地ひるぎ学園 部活動に係る活動方針 

１ 部活動の意義（中学校学習指導要領解説 部活動の意義と留意点等 第１章総則第５の１のウ） 

 ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の

自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲

の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の

一環として、教育課程との関連が図られるように留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地域の

人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続

可能な運営体制が整えられるようにするものとする。 

 

２ 部活動のねらい 

（１）個人の能力・適正あるいは個性の伸長を図るとともに、競技力の向上、文武両道の考え方から学習意

欲の向上にも努める。 

（２）集団生活の中で自主的・自発的に参加し、連帯感や責任感などを身につけ、向上心、探求心、忍耐力、

自主性を養う。 

（３）スポーツや文化等に親しませ、協力し合って人間関係や友情を深める。 

 

３ 運営上の方針 

（１）設置されている部活動に入部する 

（２）部活動の運営上の約束・注意事項など基本事項は，部活動顧問会で確認する 

（３）担任をはじめ全職員との連携を図り，活動の意義の深化を図る 

（４）生徒の主将会を組織して活動の自主性を養う 

（５）保護者や地域の方の協力を得て，生徒の活動の活性化を図る 

（６）顧問は毎月の日程をホームページで公開する 

 

４ 令和４年度設置部 

① スポーツ部 ②文化部   

※水泳・剣道・ゴルフ・相撲などの学校体育連盟に加盟しているその他の部活動は校長の許可を受け、本

校職員による引率のもと大会に参加することができる。 

※学校選抜の陸上競技部・駅伝部はシーズン制として取り組む。選抜方法は、体育科・部活動顧問からの

推薦により決定し、職員会議で承認する。 

 

５ 顧問及びコーチ 

（１）部顧問は，ひるぎ学園の職員の中から校長が委嘱する。 

（２）コーチを必要とする場合は，部顧問会や顧問の推挙により校長が委嘱する。 

（３）必要に応じて部顧問会をもつ。 

 

６ 入転部について 

（１）入部したら原則として１年間は転部・退部することができない。但し、考慮すべき事情がある場合には

本人、保護者と相談の上、転・退部については検討する。 

（２）入部については保護者が「入部願い」を学級担任を通して，各顧問に申し込む。 

（３）退部については，保護者が「退部願い」を各顧問に提出し，学級担任と協議のあとに認められる。 

（４）転部については，生徒の実態を教育的に配慮し，保護者の申し出により，学級担任と顧問で判断する。 

 

 



 

７ 活動時間（平日：月・火・木・金，土日：顧問から連絡）＊日没を考えての時間です。 

期   間 部活動終了時間 完全下校時間 

４月～１０月 １８：１５ １８：３０ 

１１月～１月 １７：４５ １８：００ 

２月～３月 １８：１５ １８：３０ 

（１）日没の関係で完全下校時間を変更することもある。 

（２）顧問が必要と認める場合は保護者同意のもと，校長の許可を得て，早朝練習（７：００～７：４５）をする

ことができるただし，下記のことを厳守する。 

   ①朝食を家庭で済ませた生徒に限る。 

②早朝練習がもとで授業，生活面に支障がある場合は停止する。 

③顧問教師がつくこと。 

 

８ 活動の規則 

（１）原則として，水曜日と土曜日か日曜日のいずれかに休みを設ける。 

（２）活動時間は，平日は２時間以内・休日は３時間以内とする。 

（３）練習試合は事前に校長に届け，必ず部顧問か県に登録されたコーチが引率する。 

（４）定着確認調査３日前は休みとし，最終日から活動できる。 

（５）次の日は，すべて部活動を停止する。 

  ①家庭の日（毎月第３日曜日） 

  ②こどもの日 

  ③年末年始（１２月２９日～１月３日）お盆（３日間） 

  ④地域行事に参加するとき 

  ⑤予防接種を受けた日 

  ⑥学校が臨時的に停止した日   （例）台風，大雨など 

  ⑦学校閉庁日 

（６）休日の実施について 

     学期中は，週当たり２日以上の休養日を設けるものとし，平日は少なくとも１日，土曜日及び日曜

日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。なお，週末に大会又は他校との練習

試合で活動した場合は，休養日を他の日に振り替える。 

     基本的に毎週水曜日と土日のいずれか，定着確認調査３日前を休みとするが，やむをえない状況

などの時，以下の条件で実施することができる。（校長承認のもと） 

① 必ず振り替えを行うこと 

② バス通学の生徒の送迎は顧問か保護者が責任を持って行うこと 

③ テスト期間中は保護者の承認を得ること（書面の提出） 

④ 週報，又は黒板に書き，周知すること 

 

９ その他 

（１）部活動費に関しては、各部活動で徴収し運営を行う。（備品・消耗品の購入等） 
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